
　

8 年 5 月 25 日

　

　次の自動車について、東京都都税条例

　 8

　

地　区
か
な

1 品川 0 3 ▲ ち 0 0 0 1 0 5 1 2 0 1

2 品川 3 ● ● ら 0 0 2 2 0 2 0 2 1 5

3 足立 5 ● ● る 3 4 5 6 0 3 0 3 2 2

4 多摩 3 3 ■ ろ 5 6 7 8 0 1 0 2 0 9

5 多摩 5 ▲ ▲ め 0 1 2 3 0 4 0 1 2 0

有るときは滞納処
分の年月日

年 月 日

住所 新宿区西新宿２－８－１

自動車税減免申請書(中古商品自動車)

都税総合事務センター所長　殿
（納税義務者）

令和

古物営業の許可番号 古物営業の許可名義人

氏名・名称 ○○○自動車販売　株式会社

第○○条の規定により、令和 年度分の
代表者名 東京　太郎

自動車税の減免を申請します。
電話番号 ０３－●●●●－△△△△

担当者名 練馬営業所　担当〇〇　練馬区豊玉北６－１３－１０　０３－５９４６－６７８３

300********* ○○○自動車販売　株式会社

Ｎo.

登　録　番　号 登　録　年　月　日

減　免　額
（円）

摘　要

車　種 番　号 年 月 日

当　初　税　額
（円）

◎
登
録
番
号
の
若
い
順
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

45,000 11,300

58,000 14,500

34,500 8,700

3,200 3,200 ４月７日抹消

7,500 7,500 ５月１２日抹消

都税に関しての滞
納処分等の有無

滞納処分を受けたことの有無 有　　　・　　　無

地方税法若しくは条例の規定により罰金以上の刑に処せられ、又
は地方税第22条の28第1項の規定による通告処分若しくは平成
29年法律第2号第2条の規定による改正前の地方税法において
準用する国税犯則取締法の規定による通告処分（科料に相当す
る金額に係る通告処分を除く。）を受けたことの有無

有　　　・　　　無

有るときは刑及びそ
の刑の確定の年月
日、又は、処分（更
正があった場合は、
当該更正後の通告
の旨）及びその処分
の履行の年月日

年 月 日

受付印

記載例

納税義務者の住所、氏名・名称、代表者名、電話番号、担当者名

を入力してください。

申請書の入力日を入力してください。

減免受付の対象となる年度

を入力してください。

古物営業の許可番号、古物営業の許可

名義人を入力してください。

車検証の「自動車登録番号」欄を見て

入力してください。

車検証の「登録年月日」欄を見て和暦

で入力してください。「初度登録年月」

ではありませんので、ご注意ください。

(例）令和８年の場合：「０８」

当初税額には、年分の税額を入力して

ください。

ただし、４月廃車の場合には、１か月分、

５月廃車の場合には、２か月分の月割

税額を入力してください。

減免額は、年分の税額から９か月分の

月割税額を引いた額を入力してください。

ただし、４月廃車、５月廃車の場合には、

当初税額と同額を入力してください。

「有」か「無」を、○で囲んでください。

「有」の場合、年月日を入力してください。

廃車の場合は、抹消日をご記入

ください。

他道府県登録車、軽自動車、社用車・代車用車両は対象外です。

＊納期限までに所有する全ての自動車の自動車税の納付が必要となります。


